
 

【回答】 

○ 介護サービスや障害福祉サービスは、利用者やそのご家

族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染防止

対策を徹底した上で、サービスを継続いただいている事業

者に対し、必要な支援をしっかりと行っていくことが重要

と考えています。 

 

○ このため、介護サービス事業所等や障害福祉サービス事

業所等が行う日常からの必要な感染症対策への支援は、令

和３年度の介護報酬及び障害福祉サービス等報酬改定の

プラス改定により対応しています。 

 

○ また、感染者等が発生した事業所等に対しては、予算事

業により、緊急雇用にかかる費用や職員の割増賃金・手当、

事業所等の消毒・清掃費用、応援職員の派遣に係る費用な

どのかかり増し費用に対する財政支援を行っています。 

 

○．引き続き、自治体とも連携しつつ、報酬や予算事業など

様々な対応を組み合わせながら、介護・障害福祉の現場で

１．コロナ陽性者や濃厚接触者の対応をしている訪問介護

職に医療保険と同様、介護報酬、障害福祉サービス等報

酬の加算をつけること。 

２．遡っての加算算定が困難な場合、公費による補償で対

応すること。 



ご尽力いただいている方々の感染症対策に係る支援に取

り組んでまいります。 

（老健局認知症施策・地域介護推進課） 

（障害保健福祉部障害福祉課） 

 

３.（訪問介護職の待遇を改善するため、）安心して働き、休める

よう、PCR 検査や抗原検査を必要に応じて速やかに受けられ

るような体制をとること。 

 

（回答） 

○ 緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域の都道府

県等に対しては、高齢者施設等の従事者等に対する検査の

集中的実施計画の策定や、当該計画に基づく検査の実施を

要請しており、この場合には行政検査の対象となります。 

 

○ 集中的実施計画の対象とする施設については、入所系の

高齢者施設等を基本としつつ、外部との接触の機会が多い

通所系や訪問系の事業所も対象とすることを検討するよう示

しているところであり、各都道府県等において、感染状況等に

応じて具体的な対象施設を決定することが可能です。 

 

○ 必要な方々に対する検査が確実に行われるよう、引き続き

都道府県とも連携して取り組んでまいります。 

（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部検査班） 

 


